
【Ｑ＆Ａ⑨ 別添資料】

　① 通常・特殊コンテナ ： 1TEUにつき15,000円

　② 冷蔵・冷凍コンテナ ： 1TEUにつき20,000円

　③ 国際フィーダー利用の通常・特殊コンテナ ： 1TEUにつき17,000円

　④ 国際フィーダー利用の冷蔵・冷凍コンテナ ： 1TEUにつき22,000円

<Ａ社事例>

単位：[TEU] ① ② ③ ④ 合計

前年度 40 60 100

今年度 60 40 100

(解説)

交付額： なし

<Ｂ社事例>

単位：[TEU] ① ② ③ ④ 合計

前年度 40 20 50 90

今年度 60 60 120

(解説)

交付額：

⇒ 520,000[円]

東南アジア・台湾輸出入コンテナ助成制度における助成対象の考え方
本助成制度では４種類の単価を設定しており、複数の単価のコンテナが混在する場合に、どの単価を適用するかに
ついて、事例を挙げて説明いたします。各コンテナの単価は以下のとおりです。

取扱量の積算においては輸出と輸入の区別はなく、対象地域全体でのコンテナ取扱量の輸出入合計とします。
また、『伊万里港輸出コンテナ助成制度』との併用についても事例を上げて説明します。
本資料においては、以下略称を使用します。
　伊万里港東南アジア・台湾輸出入コンテナ助成：本助成
　伊万里港輸出コンテナ助成：輸出助成

単価の異なる複数のコンテナ取扱があり、同じ単価のコンテナ取扱量だけを比較すれば、前年度から増加してい
る。

同じ単価のコンテナだけ取り出して前年度と比較して取扱量が増加していても、当該地域全体での取扱量が増加
していなければ、本助成対象とはなりません。

全体のコンテナ取扱量が増加しており、各単価の対象コンテナ増加量に対して、それぞれの単価を適用します。

(60[TEU]-40[TEU]) * 15,000[円/TEU] = 300,000[円]

(60[TEU]-50[TEU]) * 22,000[円/TEU] = 220,000[円]

単価の異なる複数のコンテナ取扱があり、それぞれ前年度と比較した取扱量が全て増加している。
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<Ｃ社事例>

単位：[TEU] ① ② ③ ④ 合計

前年度 50 50 100

今年度 40 70 110

(解説)

交付額： {(70[TEU]-50[TEU]) +(40[TEU]-50[TEU])}  * 17,000[円/TEU] = 170,000[円]

⇒ 170,000[円]

<Ｄ社事例ー１>

単位：[TEU] ① ② ③ ④ 合計

前年度 20 30 20 10 80

今年度 30 20 30 20 100

(解説)

交付額： {(30[TEU]-20[TEU]) +(20[TEU]-30[TEU])}  * 15,000[円/TEU] = 0[円]

⇒ 390,000[円]

単価の異なる複数のコンテナ取扱があり、それぞれ前年度と比較した取扱量の増減が混在している。

全体のコンテナ取扱量が増加しており、増加分から減少分を引き、増加したケースの単価を適用します。

単価の異なる複数のコンテナ取扱があり、それぞれ前年度と比較した取扱量の増減が混在している。
（取扱量が増加したコンテナ単価が複数ある。）

申請者が有利になる（多くの交付金が貰える）ように、単価を適用します。

(30[TEU]-20[TEU]) * 17,000[円/TEU] = 170,000[円]

(20[TEU]-10[TEU]) * 22,000[円/TEU] = 220,000[円]
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<Ｄ社事例ー２>

単位：[TEU] ① ② ③ ④ 合計

前年度 20 30 20 10 80

今年度 30 30 30 20 110

(解説)

交付額：

⇒ 150,000[円]

<Ｄ社事例ー３>

単位：[TEU] ① ② ③ ④ 合計

前年度 20 30 20 10 80

今年度 30 30 40 20 120

(解説)

交付額：

⇒ 170,000[円]

(30[TEU]-20[TEU]) * 15,000[円/TEU] = 150,000[円]

<Ｄ社事例ー１>の申請のあと（翌月以降の別月）、②の取扱量を増やした。

まだ助成対象となっていないコンテナを対象として、その単価を適用します。
このときも、上記同様に申請者が有利になる（多くの交付金が貰える）方から、対象を決定します。

<Ｄ社事例ー２>の申請のあと（更に翌月以降の別月）、更に③の取扱量を増やした。

まだ助成対象となっていない、更に増加した分のコンテナを対象として、その単価を適用します。

{(40[TEU]-20[TEU]) -10[TEU]} * 17,000[円/TEU] = 170,000[円]
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<Ｅ社事例>

単位：[TEU] ①(輸入) ①(輸出) 中国向け輸出 合計

前年度 50 30 20 80

今年度 70 30 100

(解説)

交付額：

⇒ 800,000[円]

<Ｆ社事例>

単位：[TEU] ①(輸入) ①(輸出) 中国向け輸出 合計

前年度 50 50 100

今年度 70 30 100

(解説)

交付額：

⇒ 600,000[円]

前年度、対象地域は輸入のみで、中国（対象地域外）への輸出もあった。今年度は対象地域の取扱が全て輸出にな
り、全体の取扱量は前年度より増えた。中国向け輸出は前年度から減った。
両助成制度をできるなら併用したい。（いずれも通常・特殊コンテナで、国際フィーダー航路利用なし）

Ｅ社事例のとおり、輸出の増加分に対して本助成対象とした分は、輸出助成対象の積算からは外れます。

(70[TEU]-50[TEU]) * 15,000[円/TEU] = 300,000[円]

(100[TEU]-50[TEU]-20[TEU]) * 10,000[円/TEU] = 300,000[円]

前年度、対象地域は輸入のみで、中国（対象地域外）への輸出もあった。今年度は対象地域の取扱が全て輸出にな
り、全体の取扱量は前年度より増えた。中国向け輸出は前年度と同じ取扱量となった。
両助成制度をできるなら併用したい。（いずれも通常・特殊コンテナで、国際フィーダー航路利用なし）

同一コンテナに対して、両方の助成金を申請することはできませんので、どちらの助成制度の対象にもなり得る
ものに対しては、単価が高くまた企業当たりの上限がない本助成制度へ優先的に申請し、残りの対象分について
輸出助成制度へ申請することをお勧めいたします。（全てを輸出助成制度へ申請することも可能ですが、申請後
の取消や振替等はできませんので、お間違えのないよう、ご注意ください。）

(70[TEU]-50[TEU]) * 15,000[円/TEU] = 300,000[円]

(100[TEU]-30[TEU]-20[TEU]) * 10,000[円/TEU] = 500,000[円]
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<Ｇ社事例>

単位：[TEU] ①(輸入) ①(輸出) 中国向け輸出 合計

前年度 60 40 100

今年度 40 40 20 100

(解説)

交付額：

⇒ 500,000[円]

※その他、判断が難しいケースが生じましたら、個別に判断しますので、事務局までご連絡ください。

(60[TEU]-40[TEU]) * 10,000[円/TEU] = 200,000[円]

前年度、対象地域は輸入のみで、中国（対象地域外）への輸出もあった。今年度は対象地域の輸入が減り（皆減で
はない）、輸出も始めたことで、全体の取扱量は前年度より増えた。中国向け輸出は前年度から減った。
両助成制度をできるなら併用したい。（いずれも通常・特殊コンテナで、国際フィーダー航路利用なし）

本助成制度においては、輸出／輸入の区別は行いませんので、全体の取扱量が増えた分を輸入取扱量で充当でき
る場合には充当し、輸出取扱量の増加分に対しては輸出助成制度の申請を行うことが可能です。（充当する対象
地域の輸入取扱量が不足する場合は、Ｅ社及びＦ社事例のとおり、輸出助成対象の積算からその分控除されま
す。）

(80[TEU]-60[TEU]) * 15,000[円/TEU] = 300,000[円]
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